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プロポーザル募集要項 
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１．趣旨 

「習志野市債権回収等業務委託」は未収債権を対象として、極めて高い専門的知識及び資格職として

様々な権限を有する事業者に、債権回収等の業務を委託することにより、未収債権の回収強化を図り、市

民負担の公平性の確保及び未収債権の縮減を目指している。 

本要項は、本業務委託の執行にあたり、履行能力、実績（ノウハウ）等のほか、習志野市が有する債権

の適正管理に寄与する、より効率的・効果的な提案を有する者を契約候補者として選定するため、公募型

プロポーザル方式による選定に関し、必要な事項を定めたものである。 

 

２．概要 

（１）委託業務名 

習志野市債権回収等業務委託 

（２）業務内容 

別紙「習志野市債権回収等業務委託仕様書」のとおり 

ただし、仕様書を超えるより良い提案がある場合は、その提案を妨げない。 

（３）履行場所 

①習志野市役所（習志野市鷺沼２丁目１番１号） 

②受託者の事務所 

③裁判所 

（４）履行期間 

令和７年４月１日から令和８年３月３１日まで 

それ以降は、業務実態や実績を考慮し、最長令和１０年３月３１日まで単年度契約による更新を可能と

する。 

ただし、債権回収等業務委託事業費予算が成立しない場合は、契約を締結しないことがある。 

（５）提案上限額 

  ８，０００，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

 

３．参加資格要件 

本プロポーザルの参加資格を有する者は、応募書類提出日時点で次の要件を全て満たす者とする。 

（１）習志野市入札参加資格者名簿の委託区分に登載されていること。 

（２）弁護士法（昭和２４年法律第２０５号）第８条に規定する弁護士又は同法第３０条の２の規定による弁護

士法人（以下「弁護士等」という。）であり、同法第５７条のいずれかに規定する懲戒を現に受けていない

ものであること。 

（３）習志野市建設工事請負業者等指名停止措置要綱（平成１８年４月１日施行）に基づく指名停止措置及

び習志野市契約における暴力団対策措置要綱（平成１２年２月１日施行）に基づく入札参加除外措置を

本募集要項の公開日から契約締結の日までの間に受けていない者であること。 

（４）所得税法（昭和４０年法律第３３号）、法人税法（昭和４０年法律第３４号）、地方税法（昭和２５年法律

第２２６号）及び消費税法(昭和６３年法律第１０８号)に定める税金を滞納していないこと。 

（５）事業者の過失により生じた市の損害を補償する賠償責任保険に加入又は加入申込みをしていること。 
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（６）地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定のほか、次の各号に該当しない者で

あること。 

①手形交換所による取引停止処分を受けてから２年を経過しない者 

②本委託業務の契約候補者決定の日前６か月以内に手形又は小切手を不渡りにした者 

③会社更生法（平成１４年法律第１５４号）の更生手続開始の申立てをした者で同法に基づく裁判所から

の更生手続開始決定がされていない者 

④民事再生法（平成１１年法律第２２５号）の再生手続開始の申立てをした者で同法に基づく裁判所から

の再生計画認可決定がされていない者 

⑤暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号から第６号ま

でに該当する団体又は団体に属する者 

⑥公共の安全及び福祉を害するおそれのある団体又は団体に属する者 

 

４．主なスケジュール 

日 程（予定） 内 容 

令和６年１２月２５日(水)  募集要項の公表 

令和６年１２月２５日(水)から令和７年１月１０日(金)まで 質問受付期間（事業者⇒市） 

令和６年１２月２５日(水)から令和７年１月２１日(火)まで 参加申込及び提案書等提出期間 

令和７年１月１７日(金)  質問の回答（市⇒事業者） 

令和７年１月２９日（水） 提案書に係る質問（市⇒提案者） 

令和７年２月５日（水） 質問の回答（提案者⇒市） 

令和７年２月２１日(金)  選定結果通知及び公表 

令和７年４月１日(火)  契約締結 

 

５．参加申込及び提案書等の提出 

本プロポーザルへの参加希望者は、次の必要書類を提出期間内に提出すること。 

（１）必要書類 

①参加申込書（様式第１号） 

②類似業務の契約実績書（様式第２号） 

③配置予定弁護士の経歴及び実績書（様式第３号） 

④納税証明書（提出日前３か月以内に発行されたもの） 

直近年度分の国税(所得税、法人税又は消費税)及び市税(市県民税又は法人市民税)の納税証明書 

⑤弁護士等であることを証明する書類（提出日前３か月以内に発行されたもの） 

ア．弁護士の場合は、弁護士登録証明書 

イ．弁護士法人の場合は、登記事項証明書及び配置予定弁護士の弁護士登録証明書 

⑥賠償保険等の加入状況に係る書類 

不測の事態に対応するための賠償保険や受託業務に係る保険その他諸種保険について、加入状況

又は加入申込みが確認できるもの 
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⑦提案書 

次の順に綴ること。 

・提案書表紙(様式第４号) 

・提案書（任意様式） 

・債権回収業務の受託実績表（様式第５号） 

・提案価格書（様式第６号） 

・価格内訳書（任意様式） 

（２）提出期間 

令和６年１２月２５日(水)から令和７年１月２１日(火)まで （必着） 

（３）提出方法 

持参又は郵送による。 

郵送による提出は、書留郵便で提出期間内に必着すること。 

持参による提出は、提出期間内（土日祝日及び年末年始（令和６年１２月３０日（月）から令和７年１月３日

（金）まで）は除く。）午前９時から午後５時までとする。 

（４）必要部数 

前記（１）①～⑥：各１部 ⑦：正本１部及び副本１０部 

（５）提出先 

習志野市 協働経済部 窓口サービス推進室 債権管理課（市庁舎グラウンドフロア） 

（６）提案書作成上の注意 

①提案書の提出は１者につき１提案とする。 

②用紙のサイズはＡ４版縦（Ａ３版折り込みも可）、横書きとし、３０ページ以内とする。 

③文字サイズは、１０．５ポイント以上とする。 

④印刷の色は、カラー又は白黒を問わない。 

⑤使用する言語は日本語、通貨は日本円とする。 

⑥提出された提案書がこの要項に適合しない場合は、無効となることがある。 

⑦書類は、正本のみ商号又は名称を記入し、副本は応募者が特定できないようにする。 

（７）提案書の記載内容 

提案書は、仕様書の内容を踏まえながら、次の提案項目に沿って作成すること。 

区分 提案項目 内容 

方針 基本方針及び実施方針 ・本業務における基本方針及び実施方針 

体制 債権回収等の手法 ・債務者の実状に沿った対応 

・納付する意思がない場合の対応 

・債務者と連絡が取れない場合の対応 

・福祉的配慮等により、債権回収することが妥当でない

と判断した場合の対応 

コンプライアンス等 ・トラブル防止及び発生時の対応方法 

・個人情報保護に対する体制及び取組 

・その他コンプライアンスに係る体制及び取組 
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計画 契約後の業務実施スケジュール 

追加提案 債権回収及び滞納整理に関するその他有益な提案 

（８）提案価格書作成上の留意事項 

①提案価格書に記載する金額は、提案書に記載する内容に対して必要な費用を全て含めること。また、

別途価格内訳書を添付すること。 

②消費税及び地方消費税相当額を含むものとすること。 

（９）提出上の注意 

①提出方法以外の提出及び提出期間を経過した場合は、受付しない。 

②提出後の書類の変更は一切認めない。提出書類に記載すべき事項の全部又は一部が記載されてい

ない場合も補充することはできない。 

③提出書類は返却しない。 

④提出から契約締結までの間に次の事項が判明した場合は、失格とする。 

・参加資格を満たさない者が書類を提出したとき 

・提出書類に虚偽の記載がされているとき 

・審査の公平性を害する行為があったと認められるとき 

・提案額が提案上限額を超えているとき 

・その他、習志野市債権回収等業務委託候補者選定委員会（以下「選定委員会」という。）が不適格と

認めたとき 

⑤参加申込後、参加を辞退する場合は、辞退届(様式第７号)を提出すること。 

 

６．質問及び回答 

本プロポーザルに関する質問は、提出書類の作成に関する事項に限り受け付けるものとし、審査及び評

価に関する質問は一切受け付けない。 

（１）受付期間 

令和６年１２月２５日(水)から令和７年１月１０日(金)まで 

（２）提出方法 

①質問書（様式第８号）は、Microsoft Wordにて作成すること。 

②電子メールにより提出することとし、送付の際の件名は「プロポーザルに関する質問」とすること。（メー

ルアドレス：saiken@city.narashino.lg.jp） 

③電話、当部署窓口、郵送及びＦＡＸによる質問又は問い合わせには応じない。 

（３）質問に対する回答 

令和７年１月１７日（金)に本市ホームページに掲載する。 

 

７．審査 

（１）選定委員会 

契約候補者の選定は、選定委員会において行う。 

委員は以下のとおり。 

委員長 協働経済部長 

mailto:saiken@city.narashino.lg.jp
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副委員長 窓口サービス推進室長 

委員 協働経済部次長 

委員 税制課長 

委員 債権管理課長 

委員 財政課長 

委員 法務課長 

委員 健康福祉政策課長 

（２）選定方法 

選定委員会が、提出された書類に対して審査を行い選定するものとし、プレゼンテーションは実施しない。 

提案書等を基に評価採点を行い、最も点数が高い提案者を契約候補者として選定する。 

  ①評価基準 

評価項目 主な評価点 配点 

業務実施方針 
・本業務の目的、内容等を理解しているか 

・基本となる考え方が適切か 
２０点 

業務実施体制 
・債権回収等の手法は適切か 

・コンプライアンス等に係る体制及び取組は適切か 
２０点 

業務実施計画 ・スケジュールが無理なく実施可能か １０点 

受託実績 ・類似業務において、十分な債権回収実績を有しているか ３０点 

債権回収及び整理

に関するその他有

益な提案 

・業務の目的を達成するために、積極的な意見及び提案がなされて

いるか ３０点 

合 計 １１０点 

②評価選定 

・選定委員会の定める最低評価点数（合計点数が満点の７割）に満たない提案者は、契約候補者とし

て選定しない。 

・最も点数が高い提案者が複数ある場合は、提案価格の安い者を契約候補者とする。 

・審査内容についての質問は受け付けない。 

（３）市からの質問 

審査にあたり、市から提案者に対し質問することがある。 

令和７年１月２９日（水）までに電子メールにて質問書を送付するので、令和７年２月５日（水）までに電子

メールにて簡潔に回答すること。 

 

８．選定結果の通知及び公表について 

選定結果については、令和７年２月２１日（金）に参加者に通知するほか、全参加者（辞退者を除く。）の

商号又は名称及び評価点を市ホームページで公表する。 

審査及び選定結果に関する問い合わせには応じない。 
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９．情報公開 

本プロポーザルに提出された提案書等の書類は、法人又は個人の著作物であっても「習志野市情報公

開条例（平成９年条例第１７号）」に基づき情報公開の対象となるため、情報公開請求があった場合は、同

条例第８条各号に定める非公開情報が記載されている部分を除き、原則公開となる。 

なお、本プロポーザルの契約候補者選定前において、決定に影響が出るおそれがある情報については

決定後の公開となる。 

 

１０．契約協議及び契約 

（１）市は、選定した第１位契約候補者と契約締結交渉を行うものとする。 

（２）第１位契約候補者が前記失格条項に該当すると認められた場合又は市と契約締結交渉が不調となっ

た場合は、評価順位の上位の者から順に契約締結交渉を行う。 

（３）選定後に応募者の参加資格を満たさなくなった場合、実施体制が著しく変わった場合等は、契約候補

者としての資格を取り消すことがある。 

（４）本プロポーザルは、令和７年度当初予算成立を前提とした年度開始前の事前準備手続きであり、予算

成立後に効力を生じる業務である。したがって、習志野市議会において当初予算が否決された場合は、

委託契約は締結しないものとする。なお、契約しなかった場合においても、応募者が本業務を実施する

ために支出した費用（準備行為を含む。）、提供した知見の対価等については、一切補償しない。 

 

１１．その他 

本プロポーザルに参加する費用は、全て事業者の負担とする。 

提案書等提出書類は、事業者選定に伴う作業等に必要な範囲において、複製を作成することがある。 

 

１２．問合せ先及び担当（事務局） 

〒２７５－８６０１ 千葉県習志野市鷺沼２丁目１番１号 市庁舎グラウンドフロア 

習志野市 協働経済部 窓口サービス推進室 債権管理課 

電話番号 ０４７－４５３－７３５８ 

電子メール saiken@city.narashino.lg.jp 

mailto:saiken@city.narashino.lg.jp

